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昨年以来続くデモ・抗議活動で国内経済が冷え込んでいたとこ
ろで、コロナ禍に見舞われた香港。
さらに、2020年6月には香港国家安全維持法が成立し、
事実上、香港の一国二制度は終わったとも囁かれている。

政情不安にパンデミックと、厳しい状況が続く中、
在香港日系企業は企業活動を維持することができるのか？
しかし、非香港居民に対する入境制限が解除されず
（2020年10月現在）、日本本社から現地の状況が見えない中、
存続か撤退かの判断を下すことは相当に難しい。

本セミナーでは、香港の最新状況と存続の場合の
メリット・デメリット（リスク）を改めて確認するとともに、
“維持・役割縮小・撤退”という、
今後取りうる３つの策を、
法務・会計・税務・労務の視点から解説する。

コロナ禍の香港、現状と今後
－デモに国案法、そしてコロナ。在香港日系企業の存続と撤退－

お申込み ※右のQRコードからもお申込みいただけます。

定員： 200名（参加費無料／事前登録制）

対象： 香港子会社の維持及びガバナンスにお困りの企業、
香港進出を検討されている企業

https://www.obc.co.jp/sem_ge

アンケート回答特典
FCGニューズレター
東南アジア・インド・オーストラリア編（約18ページ）
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在香港日系企業の動向と
今後の検討課題
～相談事例を中心に～

第一部：香港の現状と想定されるリスク
（1）香港の最近の状況と日系企業の動向
（2）香港法人存続のメリット（優位性）及び他国との比較
（3）香港法人存続に伴うデメリット（想定しうるリスク）

第二部：最近の相談事例
（1）リスク分散のための対応をとりつつ香港法人の役割を維持するケース（配
当・減資による資金退避、事務所の香港内移転）
（2）香港法人の役割を縮小するケース（駐在員帰国、機能の他国への移転（人
員整理を含む）、持株会社化）
（3）香港法人の役割を終了させ撤退するケース（清算、登記抹消、株式譲渡）

日時 2020年11月27日（金）
日本時間 11:00～12:00（10:45からアクセス可）

共催 株式会社フェアコンサルティング／
東京海上日動火災保険株式会社／
株式会社東京海上日動パートナーズＴＯＫＩＯ／
宝印刷株式会社／
株式会社オービックビジネスコンサルタント

※ 講師・共催企業と同業の方はお申込みをお断りする場合がございます。
※ お申し込みは事業会社に限定いたします。
※ 講師・講演内容は予告なく変更になる可能性がございます。
※ 新型コロナウイルスの影響により講演が中止になる可能性がございます。

【Webセミナー】コロナ禍の香港、現状と今後 －デモに国案法、そしてコロナ。在香港日系企業の存続と撤退－

https://www.obc.co.jp/sem_ge
お申込み ※右のQRコードからもお申込みいただけます。

世界26の直営拠点を持つ、会計のプロフェッショナル

フェアコンサルティンググループ アジア、ヨーロッパ、北米、オセアニア等、世界27の
直営拠点を持ち、会計のプロフェッショナルでありな
がら、現地できめ細かいサポートを行う。企業の海外
事業展開ニーズに応じた各種サービスを展開する。https://www.faircongrp.com/

Beyond the Border, Lead to Success

お問い合わせ：株式会社オービックビジネスコンサルタント
堀江／坂本／大槻
mail：obc-as@obc.co.jp
（9:00～17:00 土日祝祭日を除く）

フェアコンサルティング玉村氏が現地法人の今と対応方法を解説

新型コロナウイルス影響下での
グローバルガバナンス体制・決算体制の維持手法

動画・10分で解説

増山 健氏

Wellington Legal/
弁護士法人淀屋橋・山上合同

日本弁護士/香港登録外国弁護士

2015年弁護士登録。大阪の弁護士法人淀屋橋・山上合同にて、知的
財産法務やM&Aをはじめとした企業法務全般を広く取り扱う。香港
中文大学法学修士を経て、現在は香港ローカルの法律事務
Wellington Legalにて勤務し、在香港日系企業からの依頼の他、香
港・中国企業の日本進出相談等に携わっている。

山口 和貴氏

フェアコンサルティング 香港

日本国公認会計士

国内大手監査法人及び中堅監査法人にて、法定監査業務、公開準備
業務、財務デューデリジェンス業務、内部統制導入支援業務、IFRS
導入支援業務などに従事する。現在は、香港及び中国に進出する日
系企業へのコンサルティング業務に従事し、会計・税務面のアドバ
イスや、組織再編・M&Aのサポートを行っている。

宇賀神 崇氏

森・濱田松本法律事務所
（元Gall Solicitors ）

日本・ニューヨーク州弁護士

2013年弁護士登録、2020年ニューヨーク州弁護士登録。
森・濱田松本法律事務所の東京・北京オフィスにおいて、労働法
務・中国法務のほか、 M&A 業務、各種訴訟等に携わる。北京対外
経済貿易大学、米国 Georgetown Universityへの留学を経て、激動の
2019・2020年に香港の訴訟事務所 Gall Solicitorsに出向、労働法務・
国際紛争業務等に従事。

Professionals


